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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二酸化炭素を化学的または物理的に吸着する物質からなる二酸化炭素吸収剤と前記二酸
化炭素吸収剤を樹脂中に効率良く分散できる物質からなる分散助剤と分散溶媒との混合物
を超臨界流体処理または超音波照射処理による分散処理後、前記樹脂に添加してなる二酸
化炭素排出量削減樹脂組成物であって、
　前記混合物は、二酸化炭素吸収剤としての非晶質アルミノシリケートを１００重量部と
、当該二酸化炭素吸収剤１００重量部に対して分散助剤としての１２－ヒドロキシステア
リン酸カルシウムまたはホスファチジルコリンを０．１～１０重量部と、分散溶媒として
のイオン交換水を２０重量部とを混合して形成され、　前記超臨界流体処理は、前記二酸
化炭素吸収剤と前記分散助剤と分散溶媒との混合物を、温度が臨界温度３０．９８℃から
１２０℃で圧力が臨界圧力７．３７７３ＭＰａ以上の超臨界状態にある二酸化炭素からな
る超臨界流体に１分から１２時間暴露することにより前記二酸化炭素吸収剤の分散性を向
上させる処理であり、　前記超音波照射処理は、前記二酸化炭素吸収剤と前記分散助剤と
分散溶媒との混合物に対して、１５ＫＨｚから６０ＫＨｚの周波数、７５Ｗから６００Ｗ
の強度の超音波を５分間から６０分間照射することにより前記二酸化炭素吸収剤の分散性
を向上させる処理であり、
　前記分散処理後の混合物の前記樹脂への添加処理は、ポリオレフィン系樹脂、ポリエス
テル系樹脂、ポリアミド系樹脂、塩化ビニル系樹脂およびポリスチレン系樹脂から選ばれ
る少なくとも１つからなる樹脂１００重量部に対して、前記分散処理後の混合物を０．１
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～４０重量部添加させる処理である
ことを特徴とする二酸化炭素排出量削減樹脂組成物。
【請求項２】
　二酸化炭素を化学的または物理的に吸着する物質からなる二酸化炭素吸収剤と前記二酸
化炭素吸収剤を樹脂中に効率良く分散できる物質からなる分散助剤と分散溶媒との混合物
を超臨界流体処理または超音波照射処理による分散処理後、前記樹脂に添加してなる二酸
化炭素排出量削減樹脂組成物の製造方法であって、
　前記混合物を、二酸化炭素吸収剤としての非晶質アルミノシリケートを１００重量部と
、当該二酸化炭素吸収剤１００重量部に対して分散助剤としての１２－ヒドロキシステア
リン酸カルシウムまたはホスファチジルコリンを０．１～１０重量部と、分散溶媒として
のイオン交換水を２０重量部とを混合して形成し、
　前記超臨界流体処理を、前記二酸化炭素吸収剤と前記分散助剤と分散溶媒との混合物を
、温度が臨界温度３０．９８℃から１２０℃で圧力が臨界圧力７．３７７３ＭＰａ以上の
超臨界状態にある二酸化炭素からなる超臨界流体に１分から１２時間暴露することにより
前記二酸化炭素吸収剤の分散性を向上させるように処理し、
　前記超音波照射処理を、前記二酸化炭素吸収剤と前記分散助剤と分散溶媒との混合物に
対して、１５ＫＨｚから６０ＫＨｚの周波数、７５Ｗから６００Ｗの強度の超音波を５分
間から６０分間照射することにより前記二酸化炭素吸収剤の分散性を向上させるように処
理し、
　前記分散処理後の混合物の前記樹脂への添加処理を、ポリオレフィン系樹脂、ポリエス
テル系樹脂、ポリアミド系樹脂、塩化ビニル系樹脂およびポリスチレン系樹脂から選ばれ
る少なくとも１つからなる樹脂１００重量部に対して、前記分散処理後の混合物を０．１
～４０重量部添加させて行う
　ことを特徴とする二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の製造方法。
【請求項３】
　樹脂をポリエチレン樹脂として前記請求項２に記載の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物
の製造方法によって製造された、包装、容器、建築資材、農業資材、漁業資材、電気部品
、機械部品、雑貨・日用品または発泡品用二酸化炭素排出量削減樹脂組成物。
【請求項４】
　樹脂をポリエチレンテレフタレート樹脂として前記請求項２に記載の二酸化炭素排出量
削減樹脂組成物の製造方法によって製造された、包装、容器、シート、自動車構成部品、
雑貨・日用品または繊維製品用二酸化炭素排出量削減樹脂組成物。
【請求項５】
　樹脂をポリアミド樹脂として前記請求項２排出量削減樹脂組成物の製造方法によって製
造された、包装、農業資材、漁業資材、電気部品、機械部品、光学部品、自動車構成部品
、雑貨・日用品、繊維製品または医療品用二酸化炭素排出量削減樹脂組成物。
【請求項６】
　樹脂を塩化ビニル樹脂として前記請求項２に記載の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の
製造方法によって製造された、包装、容器、農業資材、建築資材、自動車構成部品、雑貨
・日用品、発泡品、繊維製品または印刷・広告用二酸化炭素排出量削減樹脂組成物。
【請求項７】
　樹脂をポリスチレン樹脂として前記請求項２に記載の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物
の製造方法によって製造された、容器、建築資材、家電、自動車構成部品、雑貨・日用品
または発泡品用二酸化炭素排出量削減樹脂組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二酸化炭素排出量削減樹脂組成物およびその製造方法並びにその用途に関す
るものである。
【背景技術】
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【０００２】
　樹脂材料は、軽量、腐食に強い、成形が容易等の特徴を活かして、フィルム、シート、
ボトルを始めとする各種成型品に加工され、日常生活用品から産業用途まで幅広い分野に
おいて大量に使用され、我々の生活を支えている。しかし、幅広く大量に普及したため、
廃棄時の焼却における有害物質の発生等各種問題を引き起こしている。ここで代表的な有
害物質であるダイオキシンの排出問題は、燃焼温度の制御によって解決されてきているが
、地球温暖化への影響から排出量削減が強く望まれている二酸化炭素は、燃焼の最終生成
物の１つであるため、削減が難しいのが現状である。
【０００３】
　一方、この焼却への対策として、埋め立てによって自然分解する生分解性樹脂も存在す
るが、大量に使用される樹脂材料を全て置き換え、埋め立てによって処分することは困難
であるため、樹脂の廃棄方法は焼却が重要な位置を占めてしまう。
【０００４】
　また、廃棄量そのものを削減する方法として、再生利用が行われているが、再生利用は
まだ一部であるのと、再利用を重ねるごとに強度等の物性が落ち、最終的に焼却されるこ
ととなるため、二酸化炭素排出の根本的な解決とはならない。
【０００５】
　以上の様な二酸化炭素排出問題を解決するため、二酸化炭素の発生を抑制する化合物を
樹脂に配合する方法（例えば特許文献１および２および３参照）が出願されている。
　特許文献１では、二酸化炭素の発生を抑制する化合物として炭酸カルシウム、アルミノ
珪酸塩および水酸化カルシウムを用いている。特許文献２では、ゼオライト、炭酸カルシ
ウム、特定の難燃化剤を用いている。特許文献３では、ココナツ中果皮繊維を用いている
。
【特許文献１】特開２００８－１０６１７１号公報
【特許文献２】特開平７－１８８４８７号公報
【特許文献３】特開２００６－７７０４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１および特許文献２では、有機化合物である樹脂と相溶性の悪
い無機化合物を二酸化炭素の発生を抑制する化合物として、通常の方法で押出機によって
混練り、配合するため、無機化合物の分散性が悪く、凝集が起こって樹脂の耐衝撃強度の
低下を招いてしまう。また、凝集することによって無機化合物の表面積が小さくなるため
、アルミノ珪酸塩やゼオライトの空孔に二酸化炭素を吸着させる効果や、水酸化カルシウ
ムと二酸化炭素の化学反応を活かしきれない。そのため、無機化合物による二酸化炭素の
吸収量を多くするためには無機化合物の配合量を増やすこととなり、さらに耐衝撃性が落
ちて脆い材料となり、樹脂材料の軽いという特長も失われてしまう。
　また、特許文献３では、植物由来の配合物であるため、耐熱性が低く樹脂成型時の高温
で変色や臭いが発生する。従って、成形温度と方法が制限され、樹脂材料の化学的安定性
と成形が容易であるという特長が失われてしまう。
【０００７】
　このように樹脂の特長を活かしたまま焼却時の二酸化炭素排出量を削減することは非常
に困難であるが、政府によって二酸化炭素削減量の長期目標も発表される等、この問題は
、ますます避けて通れないものとなり、今後、樹脂の特長を損なわず、二酸化炭素排出量
の削減が可能な樹脂材料の需要が一層増加していくものと考えられる。
【０００８】
　本発明は、上記の様な従来技術に鑑み、二酸化炭素吸収効果を持った無機化合物または
有機化合物の分散性を高めて、焼却時の二酸化炭素排出量の削減効果が高く、軽量で機械
的物性に優れた樹脂材料とその製造方法および用途を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　前記課題を解決するための、本発明の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物は、二酸化炭素
を化学的または物理的に吸着する物質からなる二酸化炭素吸収剤と前記二酸化炭素吸収剤
を樹脂中に効率良く分散できる物質からなる分散助剤と分散溶媒との混合物を超臨界流体
処理または超音波照射処理による分散処理後、前記樹脂に添加してなる二酸化炭素排出量
削減樹脂組成物であって、前記混合物は、二酸化炭素吸収剤としての非晶質アルミノシリ
ケートを１００重量部と、当該二酸化炭素吸収剤１００重量部に対して分散助剤としての
１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウムまたはホスファチジルコリンを０．１～１０重
量部と、分散溶媒としてのイオン交換水を２０重量部とを混合して形成され、前記超臨界
流体処理は、前記二酸化炭素吸収剤と前記分散助剤と分散溶媒との混合物を、温度が臨界
温度３０．９８℃から１２０℃で圧力が臨界圧力７．３７７３ＭＰａ以上の超臨界状態に
ある二酸化炭素からなる超臨界流体に１分から１２時間暴露することにより前記二酸化炭
素吸収剤の分散性を向上させる処理であり、前記超音波照射処理は、前記二酸化炭素吸収
剤と前記分散助剤と分散溶媒との混合物に対して、１５ＫＨｚから６０ＫＨｚの周波数、
７５Ｗから６００Ｗの強度の超音波を５分間から６０分間照射することにより前記二酸化
炭素吸収剤の分散性を向上させる処理であり、前記分散処理後の混合物の前記樹脂への添
加処理は、ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、塩化ビニル
系樹脂およびポリスチレン系樹脂から選ばれる少なくとも１つからなる樹脂１００重量部
に対して、前記分散処理後の混合物を０．１～４０重量部添加させる処理であることを特
徴とする。
【００１０】
　前記課題を解決するための、本発明の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の製造方法は、
二酸化炭素を化学的または物理的に吸着する物質からなる二酸化炭素吸収剤と前記二酸化
炭素吸収剤を樹脂中に効率良く分散できる物質からなる分散助剤と分散溶媒との混合物を
超臨界流体処理または超音波照射処理による分散処理後、前記樹脂に添加してなる二酸化
炭素排出量削減樹脂組成物の製造方法であって、前記混合物を、二酸化炭素吸収剤として
の非晶質アルミノシリケートを１００重量部と、当該二酸化炭素吸収剤１００重量部に対
して分散助剤としての１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウムまたはホスファチジルコ
リンを０．１～１０重量部と、分散溶媒としてのイオン交換水を２０重量部とを混合して
形成し、前記超臨界流体処理を、前記二酸化炭素吸収剤と前記分散助剤と分散溶媒との混
合物を、温度が臨界温度３０．９８℃から１２０℃で圧力が臨界圧力７．３７７３ＭＰａ
以上の超臨界状態にある二酸化炭素からなる超臨界流体に１分から１２時間暴露すること
により前記二酸化炭素吸収剤の分散性を向上させるように処理し、前記超音波照射処理を
、前記二酸化炭素吸収剤と前記分散助剤と分散溶媒との混合物に対して、１５ＫＨｚから
６０ＫＨｚの周波数、７５Ｗから６００Ｗの強度の超音波を５分間から６０分間照射する
ことにより前記二酸化炭素吸収剤の分散性を向上させるように処理し、前記分散処理後の
混合物の前記樹脂への添加処理を、ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリア
ミド系樹脂、塩化ビニル系樹脂およびポリスチレン系樹脂から選ばれる少なくとも１つか
らなる樹脂１００重量部に対して、前記分散処理後の混合物を０．１～４０重量部添加さ
せて行うことを特徴とする。
【００１１】
　また、樹脂をポリエチレン樹脂として前記の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の製造方
法によって製造された、包装、容器、建築資材、農業資材、漁業資材、電気部品、機械部
品、雑貨・日用品または発泡品用二酸化炭素排出量削減樹脂組成物。
　また、樹脂をポリエチレンテレフタレート樹脂として前記の二酸化炭素排出量削減樹脂
組成物の製造方法によって製造された、包装、容器、シート、自動車構成部品、雑貨・日
用品または繊維製品用二酸化炭素排出量削減樹脂組成物。
　また、樹脂をポリアミド樹脂として前記の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の製造方法
によって製造された、包装、農業資材、漁業資材、電気部品、機械部品、光学部品、自動
車構成部品、雑貨・日用品、繊維製品または医療品用二酸化炭素排出量削減樹脂組成物。
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　また、樹脂を塩化ビニル樹脂として前記の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の製造方法
によって製造された、包装、容器、農業資材、建築資材、自動車構成部品、雑貨・日用品
、発泡品、繊維製品または印刷・広告用二酸化炭素排出量削減樹脂組成物。
　また、樹脂をポリスチレン樹脂として前記の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の製造方
法によって製造された、容器、建築資材、家電、自動車構成部品、雑貨・日用品または発
泡品用二酸化炭素排出量削減樹脂組成物。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、二酸化炭素を化学的または物理的に吸着する物質からなる二酸化炭素
吸収剤と前記二酸化炭素吸収剤を樹脂中に効率良く分散できる物質からなる分散助剤と分
散溶媒との混合物を超臨界流体処理または超音波照射処理による分散処理後、前記樹脂に
添加してなる二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の製造方法であって、前記混合物を、二酸
化炭素吸収剤としての非晶質アルミノシリケートを１００重量部と、当該二酸化炭素吸収
剤１００重量部に対して分散助剤としての１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウム（脂
肪酸金属塩）またはホスファチジルコリン（両親媒性脂質）を０．１～１０重量部と、分
散溶媒としてのイオン交換水を２０重量部とを混合して形成し、前記超臨界流体処理を、
前記二酸化炭素吸収剤と前記分散助剤と分散溶媒との混合物を、温度が臨界温度３０．９
８℃から１２０℃で圧力が臨界圧力７．３７７３ＭＰａ以上の超臨界状態にある二酸化炭
素からなる超臨界流体に１分から１２時間暴露することにより前記二酸化炭素吸収剤の分
散性を向上させるように処理し、前記超音波照射処理を、前記二酸化炭素吸収剤と前記分
散助剤と分散溶媒との混合物に対して、１５ＫＨｚから６０ＫＨｚの周波数、７５Ｗから
６００Ｗの強度の超音波を５分間から６０分間照射することにより前記二酸化炭素吸収剤
の分散性を向上させるように処理し、前記分散処理後の混合物の前記樹脂への添加処理を
、ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、塩化ビニル系樹脂お
よびポリスチレン系樹脂から選ばれる少なくとも１つからなる樹脂１００重量部に対して
、前記分散処理後の混合物を０．１～４０重量部添加させて行う製造方法によって製造す
ることにより、樹脂との相溶性が悪い二酸化炭素吸収剤を凝集させずに樹脂に対して分散
させることができ、高い二酸化炭素の吸収効果を有する二酸化炭素排出量削減樹脂組成物
を得ることが可能となる。
　また、分散性を高くし、樹脂と接触する二酸化炭素吸収剤の表面積を増大できることで
、少ない量で高い二酸化炭素の吸収効果が得られるため、樹脂に対する二酸化炭素吸収剤
の添加量の削減が可能となり、樹脂本来の軽量、成形の容易性などの特性を損なうことが
無く、用途展開を大幅に広げることが可能となる。
　さらに、添加する二酸化炭素吸収剤を用途に応じて適宜選択することにより、軽量で耐
衝撃性の高い二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の製造が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係る二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の実施例の評価結果
【図２】従来の樹脂組成物の評価結果
【図３】二酸化炭素吸収剤の種類における実施例と比較例との二酸化炭素排出量の比較図
【図４】分散助剤の種類における実施例と比較例との二酸化炭素排出量の比較
【図５】樹脂の種類における実施例と比較例との二酸化炭素排出量の比較
【図６】分散処理方法における二酸化炭素排出量の比較
【図７】分散処理を行わない場合の分散助剤中の二酸化炭素吸収剤の分散性を示す透過型
電子顕微鏡写真
【図８】超臨界流体処理を行った場合の分散助剤中の二酸化炭素吸収剤の分散性を示す透
過型電子顕微鏡写真
【図９】超音波処理を行った場合の分散助剤中の二酸化炭素吸収剤の分散性を示す透過型
電子顕微鏡写真
【図１０】攪拌処理を行った場合の分散助剤中の二酸化炭素吸収剤の分散性を示す透過型
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電子顕微鏡写真
【図１１】超臨界流体処理における暴露時間と二酸化炭素吸収剤の平均粒子径との関係
【図１２】超音波照射処理における照射時間と二酸化炭素吸収剤の平均粒子径との関係
【図１３】攪拌処理における攪拌時間と二酸化炭素吸収剤の平均粒子径との関係
【図１４】分散助剤の配合量と二酸化炭素吸収剤の平均粒子径との関係
【図１５】二酸化炭素吸収剤分散液の配合量と二酸化炭素排出量および衝撃強さとの関係
【図１６】本発明に係るポリオレフィン系の樹脂を用いた場合の二酸化炭素排出量削減樹
脂組成物の用途一覧
【図１７】本発明に係るポリエステル系の樹脂を用いた場合の二酸化炭素排出量削減樹脂
組成物の用途一覧
【図１８】本発明に係るポリアミド系の樹脂を用いた場合の二酸化炭素排出量削減樹脂組
成物の用途一覧
【図１９】本発明に係る塩化ビニル系の樹脂を用いた場合の二酸化炭素排出量削減樹脂組
成物の用途一覧
【図２０】本発明に係るポリスチレン系の樹脂を用いた場合の二酸化炭素排出量削減樹脂
組成物の用途一覧
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明者は、上記課題を解決するため鋭意研究を行った結果、二酸化炭素吸収剤の分散
性を向上させる処理を行い、樹脂に添加することで、燃焼時の二酸化炭素排出量削減効果
が高い樹脂組成物が得られることを見出し、本発明を完成した。
【００１５】
　すなわち本発明は、二酸化炭素吸収剤と分散助剤を混合して分散処理後、樹脂に添加し
てなる二酸化炭素排出量削減樹脂組成物およびその製造方法並びにその用途に関するもの
である。
　以下に、その詳細を説明する。
【００１６】
　本発明における二酸化炭素吸収剤とは、二酸化炭素を化学的または物理的に吸着する物
質であればいかなるものでもよい。例えば、無機化合物では、金属水酸化物、金属酸化物
、アルミノ珪酸塩、チタン酸化合物、リチウムシリケート、シリカゲル、アルミナおよび
活性炭が好ましく、有機化合物では、ココナツ中果皮繊維が好ましい。
【００１７】
　上記金属水酸化物としては、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化マグネシウム
、水酸化カルシウム、水酸化バリウム等を挙げることができる。
　上記金属酸化物としては、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化亜鉛等を挙げるこ
とができる。
　上記アルミノ珪酸塩としては、非晶質アルミノシリケート、天然ゼオライト、合成ゼオ
ライト等を挙げることができる。
　上記チタン酸化合物としては、チタン酸バリウム、オルソチタン酸バリウム等を挙げる
ことができる。
【００１８】
　本発明における分散助剤とは、無機化合物または有機化合物である二酸化炭素吸収剤を
樹脂中に効率良く分散できる物質であればいかなるものでもよい。例えば、脂肪酸金属塩
、高分子界面活性剤および両親媒性脂質が好ましい。
【００１９】
　上記脂肪酸金属塩としては、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸亜鉛、ステアリン
酸マグネシウム、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸バリウム、ステアリン酸リチ
ウム、ステアリン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、１２－ヒドロキシステアリン酸
カルシウム、１２－ヒドロキシステアリン酸亜鉛、１２－ヒドロキシステアリン酸マグネ
シウム、１２－ヒドロキシステアリン酸アルミニウム、１２－ヒドロキシステアリン酸バ
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リウム、１２－ヒドロキシステアリン酸リチウム、１２－ヒドロキシステアリン酸ナトリ
ウム、１２－ヒドロキシステアリン酸カリウム等を挙げることができる。
　上記高分子界面活性剤としては、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリカルボン酸ナトリウ
ム、オレフィン・マレイン酸共重合体ナトリウム塩、ポリオキシエチレン型ジェミニ型界
面活性剤（ＰＯＥ３０－１０－ＯＤＥｓ、ＰＯＥ２０－１０ＯＤＥｓ、ＰＯＥ１０－１０
－ＯＤＥｓ）、リン酸エステル型ジェミニ型界面活性剤（ＰＯＨ－１０－ＯＤＥｓ）、ジ
カルボン酸型ジェミニ型界面活性剤（ＤＣ－１０－ＯＤＥｓ）等を挙げることができる。
　上記両親媒性脂質としては、ホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノールアミン
、ホスファチジルセリン、ホスファチジン酸、ホスファチジルグリセロール、ホスファチ
ジルイノシトール、カルジオピン、卵黄レシチン、水添卵黄レシチン、大豆レシチン、水
添大豆レシチン等のグリセロリン脂質、スフィンゴミエリン、セラミドホスホリルエタノ
ールアミン、セラミドホスホリルグリセロール等のスフィンゴリン脂質等を挙げることが
できる。
【００２０】
　本発明における分散処理とは、二酸化炭素吸収剤の表面を分散助剤で効率良く覆い、二
酸化炭素吸収剤が均一に分散した分散液を調製できる方法であればいかなるものでもよい
。
　例えば、超臨界流体処理、超音波照射処理および撹拌処理が好ましい。
【００２１】
　前記分散液の溶媒としては、水または有機溶媒が好ましい。有機溶媒として具体的には
、エタノール、ジクロロメタン、ヘキサン等を挙げることができる。
【００２２】
　前記超臨界流体処理では、二酸化炭素吸収剤と分散助剤との混合物を超臨界流体に暴露
することで、二酸化炭素吸収剤の分散性を向上させる。前記超臨界流体としては、超臨界
状態の二酸化炭素が好ましい。
　本発明における超臨界状態の二酸化炭素とは、臨界温度３０．９８℃および臨界圧力７
．３７７３ＭＰａ以上の超臨界状態にある二酸化炭素を意味する。なお、臨界温度のみ、
あるいは臨界圧力のみが臨界条件の二酸化炭素では、超臨界状態とはいわない。
　ここで、二酸化炭素吸収剤としての水酸化カルシウムを１００重量部、分散助剤として
の１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウムを１重量部、分散溶媒としてのイオン交換水
２０重量部を混合したものに対して、処理圧力２０ＭＰａ、処理温度２５℃、４０℃、６
０℃、１２０℃および１３０℃においてそれぞれ１５分間の超臨界流体処理を行ったもの
の透過型電子顕微鏡写真を図８に示す。
　なお、写真中の黒い部分は分散助剤に被覆された二酸化炭素吸収剤、白い部分は分散助
剤の水溶液である。
　各処理温度における超臨界流体処理後の混合物を比較すると、超臨界処理条件を満たし
ていない処理温度２５℃で分散処理を行ったものは、二酸化炭素吸収剤の粒子径が１μｍ
以上であり、分散助剤の水溶液中に二酸化炭素吸収剤が分散せずに凝集している（図８（
ａ）参照）。これに対し、超臨界処理条件を満たしている処理温度４０℃で分散処理を行
ったものは、二酸化炭素吸収剤の粒子径が１００ｎｍ程度であり、混合物中の二酸化炭素
吸収剤が均一に分散している（図８（ｂ）参照）。このことから、超臨界流体処理では、
二酸化炭素が超臨界状態となる圧力および温度の両方が満たされた状態での処理が必要で
あるといえる。
　また、処理温度６０℃および処理温度１２０℃で分散処理を行ったものについては、二
酸化炭素吸収剤の粒子径が共に約１０ｎｍ程であり、高い分散性が得られている（図８（
ｃ）および（ｄ）参照）。しかし、処理温度が１３０℃を超えると、二酸化炭素吸収剤の
粒子径が約０．８μｍとなり、二酸化炭素吸収剤が凝集していることが分かる。（図８（
ｅ）参照）つまり、処理温度は高すぎても悪く、過剰な条件の処理温度では逆に分散効果
が抑制されてしまう。
【００２３】
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　前記超音波照射処理では、二酸化炭素吸収剤と分散助剤との混合物に対して、１５ＫＨ
ｚから６０ＫＨｚの周波数、７５Ｗから６００Ｗ程度の強度の超音波を照射することで、
二酸化炭素吸収剤の分散性を向上させる。
　ここで、二酸化炭素吸収剤としての水酸化カルシウムを１００重量部、分散助剤として
の１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウムを１重量部、分散溶媒としてのイオン交換水
２０重量部を混合したものに対して、６０℃の条件下で４０ＫＨｚの周波数、５０Ｗ、７
５Ｗ、３００Ｗ、６００Ｗおよび７００Ｗの強度の超音波においてそれぞれ３０分間の超
音波照射処理を行ったものの透過型電子顕微鏡写真を図９に示す。
　各強度における超音波照射処理後の混合物を比較すると、５０Ｗの強度の超音波照射で
分散処理を行ったものは、二酸化炭素吸収剤の粒子径が約１μｍであり、処理後の混合物
中の二酸化炭素吸収剤が分散せずに凝集している（図９（ａ）参照）。これに対し、７５
Ｗの強度の超音波照射で分散処理を行ったものは、二酸化炭素吸収剤の粒子径が１５０ｎ
ｍ程度であり、混合物中の二酸化炭素吸収剤が均一に分散している（図９（ｂ）参照）。
　また、３００Ｗおよび６００Ｗの強度での超音波照射では、二酸化炭素吸収剤の粒子径
が共に約８０ｎｍ程であり、高い分散性が得られている（図９（ｃ）および（ｄ）参照）
。しかし、７００Ｗの強度での超音波照射では、二酸化炭素吸収剤の粒子径が約１μｍと
なり、二酸化炭素吸収剤が凝集していることが分かる（図９（ｅ）参照）。
　このことから、超音波照射処理では、７５Ｗから６００Ｗの強度での超音波照射が好ま
しく、これよりも弱い強度の超音波照射では、十分な分散効果が得られず、反対にこれよ
りも強い強度の超音波照射では、分散助剤の機能が失われるため好ましくないといえる。
【００２４】
　また、前記攪拌処理では、二酸化炭素吸収剤と分散助剤との混合物を１，０００ｒｐｍ
ないし２０，０００ｒｐｍの回転速度で攪拌することで、二酸化炭素吸収剤の分散性を向
上させる。
　ここで、二酸化炭素吸収剤としての水酸化カルシウムを１００重量部、分散助剤として
の１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウムを１重量部、分散溶媒としてのイオン交換水
２０重量部を混合したものに対して、６０℃の条件下で５００ｒｐｍ、１，０００ｒｐｍ
、１５，０００ｒｐｍ、２０，０００ｒｐｍおよび２５，０００ｒｐｍの回転速度におい
てそれぞれ３０分間の攪拌処理を行ったものの透過型電子顕微鏡写真を図１０に示す。
　各回転速度における攪拌処理後の混合物を比較すると、５００ｒｐｍの回転速度で処理
を行ったものは、二酸化炭素吸収剤の粒子径にバラツキが見られ、大きいものでは３μｍ
以上となり、混合物中の二酸化炭素吸収剤が分散せずに凝集している（図１０（ａ）参照
）。これに対し、１，０００ｒｐｍの回転速度で処理を行ったものは、二酸化炭素吸収剤
に粒子径が１００ｎｍ程度であり、混合物中の二酸化炭素吸収剤が均一に分散している（
図１０（ｂ）参照）。
　また、１５，０００ｒｐｍおよび２０，０００ｒｐｍの回転速度で処理を行ったものは
、二酸化炭素吸収剤の粒子径が共に６０ｎｍ程であり、高い分散性が得られている（図１
０（ｃ）および（ｄ）参照）。しかし、２５，０００ｒｐｍの回転速度で処理を行ったも
のは、二酸化炭素吸収剤の粒子径が約０．８μｍとなり、二酸化炭素吸収剤が凝集してい
ることが分かる（図１０（ｅ）参照）。
　このことから、攪拌処理では、１，０００ｒｐｍから２０，０００ｒｐｍの回転速度で
の処理が好ましく、これよりも遅い回転速度での処理では、回転速度が足りずに十分な分
散が起こらず、二酸化炭素吸収剤が凝集し、反対にこれよりも早い回転速度では、分散助
剤が二酸化炭素吸収剤の表面を被覆するのを妨げて、二酸化炭素吸収剤に凝集がおこるた
め好ましくない。
【００２５】
　本発明における樹脂は、一般に使用される樹脂であればいかなるものでもよい。例えば
、ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、塩化ビニル系樹脂、
ポリスチレン系樹脂が好ましい。　
【００２６】
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　上記の成分と分散処理によって二酸化炭素排出量削減樹脂組成物を製造するには、次の
ようにすれば良い。
【００２７】
　まず、二酸化炭素吸収剤と分散助剤を水または有機溶媒と混合し、超臨界流体処理、超
音波照射処理および撹拌処理のいずれかよって二酸化炭素吸収剤分散液を製造する。この
時、二酸化炭素吸収剤が均一に分散されると混合物が透明性を有するようになる。
　混合比は、二酸化炭素吸収剤１００重量部に対して分散助剤は０．１～１０重量部であ
ることが好ましい。さらに、分散助剤が０．１～５重量部であることが最も好ましい。
　なお、二酸化炭素吸収剤に対する分散助剤の添加量がこれよりも少ないと、製造される
混合物である二酸化炭素吸収剤分散液中の二酸化炭素吸収剤が十分に分散せず、最終的に
混合される樹脂に対する分散性が悪くなり、二酸化炭素の吸収量が低くなるからである。
　また、前記添加量がこれよりも多くなると、二酸化炭素吸収剤の十分な濃度の二酸化炭
素吸収剤分散液が得られず、樹脂へ添加する二酸化炭素吸収剤分散剤の必要濃度を満たす
には、その添加量が多くなり、結局混練りしづらくなるからである。
【００２８】
　超臨界流体処理を行う場合、上記混合物に対して、二酸化炭素下で３０．９８℃以上の
温度まで加温し、７．３７ＭＰａ以上の温度で１分ないし１２時間行うことが好ましく、
６０℃ないし１２０℃の温度で１０分から１時間行うことが最も好ましい。
　ここで、処理温度６０℃、処理圧力２０ＭＰａでの超臨界流体処理の暴露時間における
粒度分布測定を行い、その結果から各暴露時間の平均粒子径を算出し、その結果から得ら
れた暴露時間と平均粒子径との関係を図１１に示す。
　暴露時間が１０分よりも短い場合すなわち０．１分、０．５分および１分の場合、分散
助剤に対する二酸化炭素吸収剤の分散性が不十分で凝集が起こり、二酸化炭素吸収剤の平
均粒子径が約４００ｎｍから７００ｎｍと大きいことが分かる。また、暴露時間が１時間
よりも長い場合すなわち２時間から２４時間では、暴露時間１時間の場合とほとんど平均
粒子径に違いは認められなかった。
【００２９】
　また、超音波照射処理を行う場合、前記混合物に対して、４０℃ないし８０℃の条件下
で、１５ＫＨｚないし６０ＫＨｚの周波数、７５Ｗないし６００Ｗ程度の強度の超音波を
５分間から６０分間照射することが好ましく、４０ＫＨｚの周波数、３００Ｗの強度の超
音波を３０分間照射することが最も好ましい。
　ここで、６０℃の条件下で４０ＫＨｚの周波数、３００Ｗの強度の超音波での超音波照
射処理の照射時間における粒度分布測定を行い、その結果から各照射時間の平均粒子径を
算出し、その結果から得られた照射時間と平均粒子径との関係を図１２に示す。
　照射時間が５分よりも短い場合すなわち０．１分、０．５分および１分の場合、分散剤
に対する二酸化炭素吸収剤の分散性が不十分で凝集が起こり、二酸化炭素吸収剤の平均粒
子径が約４００ｎｍから約８００ｎｍと大きいことが分かる。また、照射時間が６０分よ
りも長い場合すなわち９０分、１２０分および１８０分では、照射時間６０分の場合とほ
とんど平均粒子径に違いは認められなかった。
【００３０】
　また、攪拌処理を行う場合、前記混合物混合物に対して、４０℃ないし８０℃程度の温
度条件下で、１，０００ｒｐｍないし２０，０００ｒｐｍ程度の回転速度で５分間から６
０分間攪拌することが好ましく、６０℃の温度下で、１５，０００ｒｐｍの回転速度で３
０分間攪拌することが最も好ましい。
　ここで、６０℃、１５０００ｒｐｍの回転速度での攪拌処理の攪拌時間における粒度分
布測定を行い、その結果から各攪拌時間の平均粒子径を算出し、その結果から得られた攪
拌時間と平均粒子径との関係を図１３に示す。
　攪拌時間が５分よりも短い場合すなわち０．１分、０．５分および１分の場合、分散剤
に対する二酸化炭素吸収剤の分散性が不十分で凝集が起こり、二酸化炭素吸収剤の平均粒
子径が約４００ｎｍから約９００ｎｍと大きいことが分かる。また、攪拌時間が６０分よ
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りも長い場合すなわち９０分、１２０分および１８０分では、攪拌時間３０分の場合とほ
とんど平均粒子径に違いは認められなかった。
【００３１】
　また、二酸化炭素吸収剤としての水酸化カルシウム１００重量部、イオン交換水２０重
量部に対して、分散助剤としての１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウムを５０、２０
、１０、５、１、０．５、０．１、０．０５および０．０１重量部で変化させ、処理温度
６０℃、処理圧力２０ＭＰａで超臨界流体処理を１５分間行い、その時の分散助剤の配合
量と二酸化炭素吸収剤の平均粒子径との関係を図１４に示す。
　分散助剤が５０重量部では、平均粒子径が１μｍ以上となり、二酸化炭素吸収剤が凝集
している。分散助剤が２０重量部以下では、徐々に二酸化炭素吸収剤の平均粒子径が小さ
くなり、１重量部で最も小さくなっている。
　その後、再び平均粒子径が大きくなり、０．０１重量部では約５００ｎｍと二酸化炭素
吸収剤に凝集が起こっている。
　このことから、二酸化炭素吸収剤１００重量部に対して、分散助剤は、０．１～５重量
部添加されることが好ましいといえる。
【００３２】
　また、二酸化炭素吸収剤としての水酸化カルシウム１００重量部、分散助剤としての１
２－ヒドロキシステアリン酸カルシウム１重量部、分散媒体としてのイオン交換水２０重
量部に対して、処理温度６０℃、処理圧力２０ＭＰａで超臨界流体処理を１５分間行って
得られた二酸化炭素吸収剤分散液を、樹脂としての低密度ポリエチレン１００重量部に対
して０．００１、０．０１、０．１、１、１０、２０、３０、４０、５０、６０および７
０重量部混合して得られた二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の二酸化炭素吸収剤分散液の
配合量と衝撃強さとの関係および二酸化炭素吸収剤分散液の配合量と二酸化炭素排出量と
の関係を図１５に示す。
　なお、図１５において、二酸化炭素吸収剤分散液の配合量が０．００１、０．０１、０
．１、１、１０、２０および３０重量部のとき、引張衝撃強さ試験において破壊しない強
度であることを確認した。
　衝撃強さは、二酸化炭素吸収剤分散液の配合量が増加するにしたがって強度が低下し、
４０重量部では、２０ｋＪ／ｍ2、５０重量部では、１２ｋＪ／ｍ2、６０重量部では、６
ｋＪ／ｍ2、７０重量部では、２ｋＪ／ｍ2で破壊した。
　反対に、二酸化炭素排出量は、二酸化炭素吸収剤分散液の配合量が増加するしたがって
二酸化炭素排出量が減少し良好な値を示している。
　このことから、衝撃強さが良好で二酸化炭素排出量の削減量に優れた二酸化炭素排出量
削減樹脂組成物を得るためには、樹脂１００重量部に対して、二酸化炭素吸収剤分散液を
０．１～４０重量部添加されることが好ましいといえる。
【００３３】
　上記の操作で得られた各種二酸化炭素吸収剤分散液を樹脂に対して、毎分１００ｍｌ程
度で噴霧しながら添加するとともにミキサーで１５分間程度撹拌して混合物を得る。その
後、当該混合物を二軸押出機、単軸押出機、加熱型三本ロール、加熱加圧ニーダー、バン
バリーミキサー等を用いて通常の方法で混練りすることにより、本発明の二酸化炭素排出
量削減樹脂組成物のペレットを得ることができる。
【００３４】
　次に、上記のようにして製造された二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の用途を下記およ
び図１６、図１７、図１８、図１９および図２０に列挙するが、その用途は、記載項目に
限定されるものではない。
【００３５】
　本発明の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の用途としては、二酸化炭素吸収剤と分散助
剤との混合物を分散処理後、ポリエチレン樹脂に添加してなる二酸化炭素排出量削減樹脂
組成物の場合、包装（フィルム、レジ袋、ゴミ袋、包装テープ、ロープ、等）、容器（化
粧品容器、薬品容器、食品容器、カップ等）、建築資材（水道パイプ、断熱材パネル、パ
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レット、ホース、養生シート等）、農業資材（ビニールハウス被覆材、マルチフィルム、
米袋、肥料袋、飼料袋、土嚢袋、育苗ポット、プランター、植木鉢等）、漁業資材（漁網
、釣り糸等）電気部品（コンデンサー、電線被覆材等）、機械部品（ローラ、スクリュー
、軸受等）、雑貨・日用品（ショッピングバック、文房具、バケツ、造花等）、発泡品（
発泡緩衝材、クッション材、吸音材、静電気対策発泡間紙、保温材、断熱材等）等である
。
【００３６】
　また、二酸化炭素吸収剤と分散助剤との混合物を分散処理後、ポリプロピレンに添加し
てなる二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の場合は、包装（テープ、バンド、紐、フィルム
、プラスチック段ボールなど）、容器（化粧品ボトル、薬品容器、トレイなど）、農業資
材（プランターなど）、漁業資材（海洋用途のロープ、漁網など）、自動車構成部品（計
器パネル、内装、エアバッグカバー、バンパーなど）、家電（冷蔵庫内装、洗濯機外装、
テレビ・ラジオの外装など）、雑貨・日用品（各種ケース（アイスクーラー、スーツケー
スなど）、文房具、レジャー用食器、玩具、スポーツ用品、人工芝、屋外家具など）、繊
維製品（衣類（下着、アンダーシャツなど））、医療品（医療用衣類、注射器シリンジな
ど）等である。
【００３７】
　また、二酸化炭素吸収剤と分散助剤との混合物を分散処理後、ポリエチレンテレフタレ
ート樹脂に添加してなる二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の場合は、包装（テープ、ブリ
スターパック、食品包装フィルムなど）、容器（飲料ボトル、化粧品ボトル、その他汎用
ボトルなど）、シート（カード、ラベル、磁気テープの基材など）、自動車構成部品（タ
イヤコード、シートベルトなど）、雑貨・日用品（傘、レインコート、テントなど）、繊
維製品（クッション中綿、寝具中綿、衣類、縫い糸など）等である。
【００３８】
　また、二酸化炭素吸収剤と分散助剤との混合物を分散処理後、液晶樹脂に添加してなる
二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の場合は、容器（溶媒容器、溶媒輸送部品、精密機器ケ
ースなど）、漁業資材（漁網など）、電気部品（プリント基板、コネクタ・ボビン・光ピ
ックアップ部品のケース、マイクロモータ部品、フィルム状電子回路基板など）、機械部
品（コンプレッサー部品、ショックアブソーバー構成部品、パソコン・複写機・プリンタ
の内部構成部品、回転機器の軸受、油圧機構のシールパッキン、コンパウンド、燃料電池
構成部品）、光学部品（光学フィルム、光ファイバー構成材料など）、自動車構成部品（
電装部品、塗装など）、雑貨・日用品（ストリングのコーティングなど）、繊維製品（不
織布など）等である。
【００３９】
　また、二酸化炭素吸収剤と分散助剤との混合物を分散処理後、ポリアミド樹脂に添加し
てなる二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の場合は、包装（食品フィルムなど）、農業資材
（ネット、テグス、ホース、ロープなど）、漁業資材（漁網、釣り糸など）、電気部品（
クランプ、照明部材など）、機械部品（パイプ、搬送用ローラ、ナイロンリベット、ナイ
ロンプラグ、冷却用ファンなど）、光学部品（レンズ、ライト、美術品、装飾品など）、
自動車構成部品（エアバッグ、エンジンカバー、ドアミラーステイ、ドアハンドルカバー
、内装（シート、カバーなど）、タイヤコードなど）、雑貨・日用品（ドア取っ手、くし
、ナイフ、フォーク、椅子キャスター、歯ブラシの毛など）、繊維製品（カーテン、カー
ペット、スポーツウェア（水着、スキーウェアなど）、靴下、肌着など）、医療品（手洗
ブラシ、ほ乳瓶、チューブなど）等である。
【００４０】
　また、二酸化炭素吸収剤と分散助剤との混合物を分散処理後、塩化ビニル樹脂に添加し
てなる二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の場合は、包装（ブリスターパッケージなど）、
容器（トレイ、シャンプー容器、洗剤容器など）、農業資材（ハウス被覆材、保温シート
など）、建築資材（パイプ（硬質・軟質水道用パイプ、雨どいなど）、壁紙、電線被覆材
など）、自動車構成部品（アンダーコートなど）、雑貨・日用品（人工皮革（カバン、靴
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など）、文房具（消しゴムなど）、玩具（フィギアなど）など）、発泡品（クッション材
、風力発電のブレードの芯材、鉄道車両・特殊車両・船舶の壁部の芯材など）、繊維製品
（衣類など）、印刷・広告（印刷用ラミネートフィルム、ラベルなど）等である。
【００４１】
　また、二酸化炭素吸収剤と分散助剤との混合物を分散処理後、ポリスチレン樹脂に添加
してなる二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の場合は、容器（食品包装容器、トレイ、レジ
ャー用コップ、レジャー用スプーン・フォークなど）、建築資材（壁断熱材など）、家電
（テレビの筐体、エアコンの外装、ＣＤケースなど）、自動車構成部品（ランプレンズな
ど）、雑貨・日用品（歯ブラシの柄、玩具（プラモデルなど）、文房具（ペン、定規など
）など）、発泡品（緩衝材など）等である。
【実施例】
【００４２】
　以下、実施例を挙げ、本発明をさらに詳しく説明する。なお、本発明は、これらの実施
例に何ら制約されるものではない。
【００４３】
（実施例１）
　二酸化炭素吸収剤として水酸化カルシウム１００重量部、分散助剤として１２－ヒドロ
キシステアリン酸カルシウム１重量部、イオン交換水２０重量部を６０℃に保たれた高圧
ステンレス容器に入れて密閉し、圧力が２０ＭＰａになるように二酸化炭素を注入して超
臨界状態とし、温度と圧力を保ちながら１５分間攪拌混合後、二酸化炭素を排出して大気
圧に戻す超臨界処理を行い、二酸化炭素吸収剤分散液を得た。次に、低密度ポリエチレン
樹脂（株式会社プライムポリマー製、モアテック０１６８Ｎ）１００重量部に対し二酸化
炭素吸収剤分散液３０重量部を毎分１００ｍｌで噴霧しながらミキサーで１５分間攪拌処
理した。これを真空で乾燥させて水分を取り除き、軸内径３０ｍｍの２軸押出機で混練り
し、ペレット状の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物を得た。
　また、実施例１における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を比
較例１とする。
【００４４】
（実施例２）
　実施例１において、二酸化炭素吸収剤としての水酸化カルシウムを酸化カルシウムに変
えて超臨界処理を行い、得られた二酸化炭素吸収剤分散液を低密度ポリエチレン樹脂に添
加してペレット状の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物を得た。
　また、実施例２における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を比
較例２とする。
【００４５】
（実施例３）
　実施例１において、二酸化炭素吸収剤としての水酸化カルシウムを非晶質アルミノシリ
ケートに変えて超臨界処理を行い、得られた二酸化炭素吸収剤分散液を低密度ポリエチレ
ン樹脂に添加してペレット状の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物を得た。
　また、実施例３における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を比
較例３とする。
【００４６】
（実施例４）
　実施例１において、二酸化炭素吸収剤としての水酸化カルシウムをチタン酸バリウムに
変えて超臨界処理を行い、得られた二酸化炭素吸収剤分散液を低密度ポリエチレン樹脂に
添加してペレット状の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物を得た。
　また、実施例４における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を比
較例４する。
【００４７】
（実施例５）
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　実施例１において、二酸化炭素吸収剤としての水酸化カルシウムをリチウムシリケート
に変えて超臨界処理を行い、得られた二酸化炭素吸収剤分散液を低密度ポリエチレン樹脂
に添加してペレット状の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物を得た。
　また、実施例５における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を比
較例５とする。
【００４８】
（実施例６）
　実施例１において、分散助剤としての１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウム（脂肪
酸金属塩）をホスファチジルコリン（両親媒性脂質）に変えて超臨界処理を行い、得られ
た二酸化炭素吸収剤分散液を低密度ポリエチレン樹脂に添加してペレット状の二酸化炭素
排出量削減樹脂組成物を得た。
　また、実施例６における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を比
較例６とする。
【００４９】
（実施例７）
　実施例１において、分散助剤としての１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウム（脂肪
酸金属塩）をオレフィン・マレイン酸共重合体ナトリウム塩（高分子界面活性剤）に変え
て超臨界処理を行い、得られた二酸化炭素吸収剤分散液を低密度ポリエチレン樹脂に添加
してペレット状の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物を得た。
　また、実施例７における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を比
較例７とする。
【００５０】
（実施例８）
　実施例３において、分散助剤としての１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウム（脂肪
酸金属塩）をホスファチジルコリン（両親媒性脂質）に変えて超臨界処理を行い、得られ
た二酸化炭素吸収剤分散液を低密度ポリエチレン樹脂に添加してペレット状の二酸化炭素
排出量削減樹脂組成物を得た。
　また、実施例８における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を比
較例８とする。
【００５１】
（実施例９）
　実施例３において、分散助剤としての１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウム（脂肪
酸金属塩）をポリアクリル酸ナトリウム（高分子界面活性剤）に変えて超臨界処理を行い
、得られた二酸化炭素吸収剤分散液を低密度ポリエチレン樹脂に添加してペレット状の二
酸化炭素排出量削減樹脂組成物を得た。
　また、実施例９における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を比
較例９とする。
【００５２】
（実施例１０）
　実施例１において、分散助剤としての１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウム（脂肪
酸金属塩）をポリオキシエチレン型ジェミニ型界面活性剤であるＰＯＥ３０－１０－ＯＤ
Ｅｓ（高分子界面活性剤）に代えて超臨界処理を行い、得られた二酸化炭素吸収剤分散液
を低密度ポリエチレン樹脂に添加してペレット状の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物を得
た。
　また、実施例１０における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を
比較例１０とする。
【００５３】
（実施例１１）
　実施例１において、超臨界処理後に得られた二酸化炭素吸収剤分散液をＰＥＴ樹脂（帝
人化成株式会社製、Ａ－ＰＥＴ　ＦＲ）に添加してペレット状の二酸化炭素排出量削減樹
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脂組成物を得た。
　また、実施例１１における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を
比較例１１とする。
【００５４】
（実施例１２）
　実施例１において、超臨界処理後に得られた二酸化炭素吸収剤分散液をナイロン６樹脂
（東レ株式会社製、アミランＣＭ１０１７）に添加してペレット状の二酸化炭素排出量削
減樹脂組成物を得た。
　また、実施例１２における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を
比較例１２とする。
【００５５】
（実施例１３）
　実施例１において、超臨界処理後に得られた二酸化炭素吸収剤分散液をＰＶＣ樹脂（サ
ン・アロー化成株式会社製、ＳＥ－１１００）に添加してペレット状の二酸化炭素排出量
削減樹脂組成物を得た。
　また、実施例１３における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を
比較例１３とする。
【００５６】
（実施例１４）
　実施例１において、超臨界処理後に得られた二酸化炭素吸収剤分散液をＰＳ樹脂（ＰＳ
ジャパン株式会社製、ＨＩＰＳ　４７５Ｄ）に添加してペレット状の二酸化炭素排出量削
減樹脂組成物を得た。
　また、実施例１４における前記超臨界処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を
比較例１４とする。
【００５７】
（実施例１５）
　二酸化炭素吸収剤としての水酸化カルシウム１００重量部、分散助剤としての１２－ヒ
ドロキシステアリン酸カルシウム１重量部、イオン交換水２０重量部をガラス製容器に入
れ、６０℃の条件下において、超音波ホモジナイザーにて４０ＫＨｚの周波数、出力３０
０Ｗの超音波を１５分間照射する超音波照射処理を行い、二酸化炭素吸収剤分散液を得た
。次に、低密度ポリエチレン樹脂１００重量部に対し、二酸化炭素吸収剤分散液３０重量
部を毎分１００ｍｌで噴霧しながらミキサーで１５分間攪拌処理した。これを真空で乾燥
させて水分を取り除き、軸内径３０ｍｍの２軸押出機で混練りし、ペレット状の二酸化炭
素排出量削減樹脂組成物を得た。
　また、実施例１５における前記超音波照射処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成
物を比較例１５とする。なお、比較例１５は、比較例１と同一のものである。
【００５８】
（実施例１６）
　実施例１５において、二酸化炭素吸収剤として非晶質アルミノシリケート、分散助剤と
してホスファチジルコリン（両親媒性脂質）を混合した混合物に対して超音波照射処理を
行い、得られた二酸化炭素吸収剤分散液を用いて、実施例１５と同様の製造方法でペレッ
ト状の二酸化炭素排出量削減樹脂を得た。
　また、実施例１６における前記超音波照射処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成
物を比較例１６とする。なお、比較例１６は、比較例８と同一のものである。
【００５９】
（実施例１７）
　二酸化炭素吸収剤としての水酸化カルシウム１００重量部、分散助剤としての１２－ヒ
ドロキシステアリン酸カルシウム１重量部、イオン交換水２０重量部をステンレス容器に
入れ、６０℃の条件下において、攪拌機（エム・テクニック株式会社製、ＣＬＥＡＲＭＩ
Ｘ　ＣＬＭ－０．８Ｓ）にセットし回転数１０，０００ｒｐｍで３０分間攪拌する攪拌処
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理を行い、二酸化炭素吸収剤分散液を得た。次に、低密度ポリエチレン樹脂１００重量部
に対し、二酸化炭素吸収剤分散液３０重量部を毎分１００ｍｌで噴霧しながらミキサーで
１５分間攪拌処理した。これを真空で乾燥させて水分を取り除き、軸内径３０ｍｍの２軸
押出機で混練りし、ペレット状の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物を得た。
　また、実施例１７における前記攪拌処理行程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を比
較例１７とする。なお、比較例１７は、比較例１と同一である。
【００６０】
（実施例１８）
　実施例１７において、二酸化炭素吸収剤として非晶質アルミノシリケート、分散助剤と
してホスファチジルコリン（両親媒性脂質）を混合した混合物に対して攪拌処理を行い、
得られた二酸化炭素吸収剤分散液を用いて、実施例１７と同様の製造方法でペレット状の
二酸化炭素排出量削減樹脂を得た。
　また、実施例１８における攪拌処理工程を除く全行程を行って得た樹脂組成物を比較例
１８とする。なお、比較例１８は、比較例８と同一である。
【００６１】
（実施例１９）
　有機化合物の二酸化炭素吸収剤としてのココナツ中果皮繊維１００重量部、分散助剤と
しての１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウム１重量部、イオン交換水２０重量部をス
テンレス容器に入れ、６０℃の条件下において、攪拌機（エム・テクニック株式会社製、
ＣＬＥＡＲＭＩＸ　ＣＬＭ－０．８Ｓ）にセットし回転数１０，０００ｒｐｍで３０分間
攪拌する攪拌処理を行い、二酸化炭素吸収剤分散液を得た。次に、低密度ポリエチレン樹
脂（株式会社プライムポリマー製、モアテック０１６８Ｎ）１００重量部に対し、二酸化
炭素吸収剤分散液３０重量部を毎分１００ｍｌで噴霧しながらミキサーで１５分間攪拌処
理した。これを真空で乾燥させて水分を取り除き、軸内径３０ｍｍの２軸押出機で混練り
し、ペレット状の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物を得た。
　また、実施例１９における前記撹拌処理行程を行わずに全行程を行って得た樹脂組成物
を比較例１９とする。
【００６２】
　上記実施例１ないし実施例１９の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物および比較例１ない
し比較例１９の樹脂組成物に対して、引張衝撃強さ測定（ＪＩＳＫ７１６０に記載の方法
）、引張降伏応力測定（ＪＩＳＫ７１６１に記載の方法）、曲げ弾性率測定（ＪＩＳＫ７
１７１に記載の方法）および二酸化炭素排出量測定（ＪＩＳＫ７２１７に記載の方法）に
よる評価を行った。以下に詳しい評価方法を説明する。
【００６３】
評価方法
（衝撃強さ測定）
　測定には、デジタル衝撃試験機ＤＲ－ＩＢ試験機（株式会社東洋精機製作所製）を用い
て行った。
　試験片は、ＪＩＳ規格の材料規格に従って、ペレット状の実施例１ないし実施例１９の
二酸化炭素排出量削減樹脂組成物および比較例１ないし比較例１９樹脂組成物を射出成形
により長さ８０ｍｍ、幅１０ｍｍ、厚さ４ｍｍのノッチ付きの板状に直接型成形もしくは
、一旦、圧縮成型または射出成形によって板材を成形後、切削加工により前記寸法の試験
片を作製する。測定は、試験片の一端を台座に固定されたつかみ具、他端を移動可能なク
ロスヘッド支持台にそれぞれ固定し、任意の重さのストライカを衝撃速度３．４６ｍ／ｓ
で前記クロスヘッド支持台に衝突させて行う。なお、測定は各１０回ずつ行った。
【００６４】
（引張降伏応力測定）
　測定には、ストログラフＨＴ試験機（株式会社東洋精機製作所製）を用いて行った。
　試験片は、ＪＩＳ規格の材料規格に従って、ペレット状の実施例１ないし実施例１９の
二酸化炭素排出量削減樹脂組成物および比較例１ないし比較例１９の樹脂組成物を射出成
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形により２０ｍｍ×５ｍｍの平行部を有する、長さ１００ｍｍ、幅２５ｍｍ、厚さ４ｍｍ
のダンベル状の板状試験片に直接型成形もしくは、一旦、圧縮成型または射出成形によっ
て板材を成型後、切削加工により前記寸法の試験片を作製する。測定は、試験片の両端を
固定し、試験片の長さ方向に一定の引張加重を加えて、各瞬間における応力とその応力に
対応するひずみを測定し、応力－ひずみ曲線図から降伏点における降伏応力を求める。な
お、測定は各５回ずつ行った。
【００６５】
（曲げ弾性率測定）
　測定には、ベントグラフ－２試験機（株式会社東洋精機製作所製）を用いて行った。
　試験片は、ＪＩＳ規格の材料規格に従って、ペレット状の実施例１ないし実施例１９の
二酸化炭素排出量削減樹脂組成物および比較例１ないし比較例１９の樹脂組成物を射出成
形により長さ８０ｍｍ、幅１０ｍｍ、厚さ４ｍｍの板状試験片に直接型成形もしくは、一
旦、圧縮成型または射出成形によって板材を成形後、切削加工により前記寸法の試験片を
作製する。測定は、試験片の両端を６４ｍｍの支点間隔で自由支持し、支点間の中央に加
圧くさびにより曲げ加重（試験応力）を加えて、破壊応力およびたわみを測定する。なお
、測定は各５回ずつ行った。
【００６６】
（二酸化炭素排出量測定）
　測定には、プラスチック燃焼試験機（株式会社スギヤマゲン製）を用いて行った。
　試料は、重量０．１ｇの試験片の実施例１ないし実施例１９の二酸化炭素排出量削減樹
脂組成物および比較例１ないし比較例１９の樹脂組成物を用いた。測定は、０．１ｇの試
料を、ガス供給量０．５Ｌ／ｍｉｎ、設定温度７５０℃の条件下で１０分間燃焼させ、そ
の際に発生した二酸化炭素の総排出量を測定する。なお、測定は各３回ずつ行った。
【００６７】
　図１には、実施例の二酸化炭素排出量、引張降伏応力、曲げ弾性率および引張衝撃強さ
の評価結果、図２には、比較例の二酸化炭素排出量、引張降伏応力、曲げ弾性率および引
張衝撃強さの評価結果をそれぞれ示す。なお、各評価結果は、測定回数に対する平均の値
を記載する。
【００６８】
　いずれの二酸化炭素吸収剤、分散助剤および樹脂の組み合わせにおいても、二酸化炭素
吸収剤と分散助剤からなる混合物に対して分散処理を行った各実施例が、分散処理を行わ
なかった各比較例と比較して二酸化炭素排出量が大幅に減少していることが分かる。
　また、各実施例では、引張降伏応力、曲げ弾性率および引張衝撃強さの機械的性質にお
いても各比較例と比べて良好な値を示した。
　さらに、各実施例に用いた樹脂単体の機械的強度を１００％として各実施例の機械的強
度を比較すると、多くは９０～７０％であり、十分な機械的強度を備えていることを確認
した。中には、機械的強度が劣るものもあるが、当該負荷が作用しない用途に用いるとよ
い。
【００６９】
　本発明の二酸化炭素排出量削減性能をさらに詳しく説明するために、二酸化炭素吸収剤
の種類、分散助剤の種類、樹脂の種類および分散処理方法の種類における二酸化炭素排出
量の比較を以下に考察する。
【００７０】
（二酸化炭素吸収剤の種類における二酸化炭素排出量の比較）
　二酸化炭素吸収剤を水酸化カルシウム（実施例１および比較例１）、酸化カルシウム（
実施例２および比較例２）、非晶質アルミノシリケート（実施例３および比較例３）、チ
タン酸バリウム（実施例４および比較例４）およびリチウムシリケート（実施例５および
比較例５）とした場合の二酸化炭素排出量の削減量を比較する。
　なお、このとき分散助剤には、１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウム、樹脂には低
密度ポリエチレン樹脂（ＬＬＤＰＥ）を用いた。
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　図３に示すように、いずれの二酸化炭素吸収剤においても大幅な二酸化炭素排出量の削
減が認められ、水酸化カルシウムの場合５１．６％、酸化カルシウムの場合５２．５％、
非晶質アルミノシリケートの場合５６．４％、チタン酸バリウムの場合５５．０％および
リチウムシリケートの場合５３．４％の排出量削減を実現している。
　特に、アルミノケイ酸塩の一種である非晶質アルミノシリケートにおいては、５６．４
％と最も良好な結果を示した。
【００７１】
（分散助剤の種類における二酸化炭素排出量の比較）
　また、二酸化炭素吸収剤を水酸化カルシウムとし、分散助剤を１２－ヒドロキシステア
リン酸カルシウム（実施例１および比較例１）、ホスファチジルコリン（実施例６および
比較例６）、オレフィン・マレイン酸共重合体ナトリウム塩（実施例７および比較例７）
およびＰＯＥ３０－１０－ＯＤＥｓ（実施例１０および比較例１０）とした場合の二酸化
炭素排出量の削減量を比較する。
　図４（ａ）に示すように、いずれの分散助剤においても大幅な二酸化炭素排出量の削減
が認められ、１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウムの場合５１．６％、ホスファチジ
ルコリンの場合５２．５％、オレフィン・マレイン酸共重合体ナトリウム塩の場合５１．
８％およびＰＯＥ３０－１０－ＯＤＥｓの場合５３．８％の排出量削減を実現している。
　特に、高分子界面活性剤であるＰＯＥ３０－１０－ＯＤＥｓにおいては、５３．８％と
最も良好な結果を示した。
【００７２】
　さらに、前記二酸化炭素吸収剤において最も良好な削減量を示した、非晶質アルミノシ
リケートを二酸化炭素吸収剤として、分散助剤を１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウ
ム（実施例３および比較例３）、ホスファチジルコリン（実施例８および比較例８）およ
びポリアクリル酸ナトリウム（実施例９および比較例９）とした場合の二酸化炭素排出量
の削減量を比較する。
　図４（ｂ）に示すように、二酸化炭素吸収剤を水酸化カルシウムとした場合よりも全体
として良好な値を示し、１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウムの場合５６．４％、ホ
スファチジルコリンの場合５１．５％およびポリアクリル酸ナトリウムの場合５５．０％
の排出量削減を実現している。
　特に、脂肪酸金属塩である１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウムにおいて５６．４
％と最も良好な結果を示した。
【００７３】
　この評価結果では、わずかながらに二酸化炭素吸収剤と分散助剤とに効果的な組み合わ
せが認められるものの、いずれの組み合わせにおいても組み合わせによる二酸化炭素排出
量の削減量に大きな差がないことを示している。
【００７４】
（樹脂の種類における二酸化炭素排出量の比較）
　また、二酸化炭素吸収剤を水酸化カルシウム、分散助剤を１２－ヒドロキシステアリン
酸カルシウムとした混合物を低密度ポリエチレン樹脂（ＬＬＤＰＥ）（実施例１および比
較例１）、ＰＥＴ樹脂（実施例１１および比較例１１）、ナイロン６樹脂（実施例１２お
よび比較例１２）、ポリ塩化ビニリデン樹脂（ＰＶＣ）（実施例１３および比較例１３）
およびポリスチレン樹脂（ＰＳ）（実施例１４および比較例１４）とした場合の二酸化炭
素排出量の削減量を比較する。
　図５に示すように、樹脂による効果の違いはほとんどなく、いずれの樹脂においても大
幅な二酸化炭素排出量の削減が認められ、ＬＬＤＰＥの場合５１．６％、ＰＥＴの場合４
２．０％、ナイロン６の場合５２．０％、ＰＶＣの場合５１．３％およびＰＳの場合５２
．５％の排出量削減を実現している。
【００７５】
（分散処理方法の種類における二酸化炭素排出量の比較）
　また、二酸化炭素吸収剤を水酸化カルシウム、分散剤を１２－ヒドロキシステアリン酸
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カルシウムとした混合物に対し、分散処理を行わないもの（比較例１）、超臨界流体処理
を行ったもの（実施例１）、超音波照射処理を行ったもの（実施例１５）、攪拌処理を行
ったもの（実施例１７）について二酸化炭素排出量の削減量を比較する。
　図６（ａ）に示すように、いずれの分散処理方法においても、分散処理を行わないもの
と比較して二酸化炭素排出量が半分程度にまで減少しており、超臨界流体処理の場合５１
．６％、著音波照射処理で場合５１．６％、攪拌処理の場合５１．９％の排出量削減を実
現している。
【００７６】
　さらに、二酸化炭素吸収剤を非晶質アルミノシリケート、分散助剤をホスファチジルコ
リンとした混合物に対し、分散処理を行わないもの（比較例８）、超臨界流体処理を行っ
たもの（実施例８）、超音波照射処理を行ったもの（実施例１６）、攪拌処理を行ったも
の（実施例１８）について二酸化炭素排出量の削減量を比較する。
　図６（ｂ）に示すように、いずれの分散処理方法においても、二酸化炭素吸収剤を水酸
化カルシウム、分散剤を１２－ヒドロキシステアリン酸カルシウムとした場合と同様に、
分散処理を行わないものと比較して二酸化炭素排出量が半分程度にまで減少しており、超
臨界流体処理の場合５１．５％、超音波照射処理の場合５３．５％、攪拌処理の場合５１
．５％の排出量削減を実現している。
【００７７】
　このことから、分散処理方法の種類に関係なく、二酸化炭素吸収剤と分散助剤との混合
物に対して分散処理を行い、樹脂に対する二酸化炭素吸収剤の分散性を高めることにより
、得られた二酸化炭素排出量削減樹脂組成物の二酸化炭素排出量が５０％程度削減される
という極めて有用な評価結果が得られた。
【００７８】
　このような、本発明の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物によれば、樹脂本来の特長も有
していることから、既存の樹脂製品の二酸化炭素排出量削減樹脂組成物への転換が容易で
あり、地球温暖化抑制に対する早期効果を実現することができる。
【００７９】
　なお、本発明は、前記実施形態のものに限定されるものはなく、必要に応じて種々変更
することが可能である。
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